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平成３０年度八王子市農業委員会第１２回総会会議録  

 

１  開催年月日  平成３１年３月２９日  金曜日  

  ２  開催場所   八王子市役所  議会棟  全員協議会室  

  ３  開催時間   午後３時００分  から  午後５時００分  まで   

  ４  出席委員  （１８名）  

農業委員会委員  

１番  石  川   研  

 

 

４番  鈴  木  勝  久  ５番  久  保  良  政  

６番  栗  原   才  ７番  米  津  元  一  

８番  峯  尾  三  千  年  ９番  鈴  木  勇  次  

１０番  有  竹  満  次  １１番  菱  山  史  郎  

１２番  中  西  伸  夫  １３番  鳴  海  有  理  

１４番  熊  澤  治  彦   

農地利用最適化推進委員  

１５番  内  藤  廣  行   

 

１８番  金  子  文  利  

１９番  町  田  裕  通  ２０番  井  上  正  芳  

２１番  福  田  一  訓  ２２番  門  倉   豊  

  

  

５  欠席委員  （４名）  

２番  原  島  元  義        ３番  荻  田  米  蔵  

１６番  三  上  正  治       １７番  内  田   茂  

６  事務局職員出席者  

                 

 

 

 

 

事務局長   廣  瀬   勉  課  長    音  村  昭  人  

主  査    上  原  裕  之  主  査    黒  田  康  雄  

主  任    上  村   剛  主  事    萩  原  健  太  
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平成３０年度（２０１８年度） 

八王子市農業委員会  第１２回総会  議題  

（平成３１年（２０１９年）３月２９日）     

 

【専決処分案件】  

第１  市街化区域内農地の「権利の移動を伴わない転用」の届出について  

第２  市街化区域内農地の「権利の移動を伴う転用」の届出について  

第３  相続税の納税猶予に係る適格者としての３年ごとの証明について  

 

【審議案件】  

第４  農地法の適用を受けない土地であることの証明について  

第５  農地法の適用を受けない土地であることの証明について  

第６  生産緑地に係る「農業の主たる従事者」の証明について  

第７  生産緑地に係る「農業の主たる従事者」の証明について  

第８  農業経営基盤強化促進法第 18 条第１項の規定に基づく農用地利用集積計

画の決定について  

第９  農業経営基盤強化促進法第 18 条第１項の規定に基づく農用地利用集積計

画の決定について  

 第 10 農地利用最適化推進委員の委嘱について  

第 11 平成 31 年度（ 2019 年度）の目標及びその達成に向けた活動計画について  

 

 

【報告案件】  

第 12 農地の権利取得の届出について  

第 13 農地の賃貸借の合意解約について  

第 14 相続税の納税猶予の対象者等に関する通知について  

第 15 平成 31 年度（ 2019 年度）農業委員会総会の開催日について  

 



3 

 

≪午後２時００分開会≫  

議  長    ただいまから、平成 30 年度八王子市農業委員会第 11 回総会を開会し

ます。欠席通告のありました委員を報告します。第２番原島元義委員、

第３番荻田米蔵委員、第 16 番三上正治委員、第 17 番内田茂委員です。

農業委員定数 14 名のうち、半数以上が出席されておりますので、農

業委員会等に関する法律第 27 条第３項の規定により、本総会は有効

に成立しております。また、農業委員会等に関する法律第 30 条第１

項の規定により、出席した農業委員の過半数で決することになります

が、推進委員の皆様にもぜひ積極的なご意見をいただきたいと思いま

す。  

第１及び第２については、「市街化区域内農地の転用の届出について」

でありますので、一括報告とします。事務局より報告願います。  

事務局    第１「市街化区域内農地の権利の移動を伴わない転用の届出について」  

２月１日から２月 28 日までの届出分（ 10 件）  

第２「市街化区域内農地の権利の移動を伴う転用の 届出について」  

２月１日から２月 28 日までの届出分（ 25 件）を報告。  

議  長    報告は終わりました。第１・第２についてご質問はありませんか。質

問なしと認め、進行します。  

第３「相続税の納税猶予に係る適格者としての３年ごとの証明につい

て」を報告します。事務局より報告願います。  

事務局    第３「相続税の納税猶予に係る適格者としての３年ごとの証明について」 

 を報告。（８件）  

議  長    報告は終わりました。第３についてご質問はありませんか。質問なし

と認め、進行します。  

第４「農地法の適用を受けない土地であることの証明について」を議

題にします。事務局より説明願います。  

事務局    第４「農地法の適用を受けない土地であることの証明について」  
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所有者は１名。みなみ野三丁目に在住。  

       願出地は宇津貫町にある土地１筆。登記地目は田。面積は 251 ㎡。  

       市街化調整区域、農振地域外。  

       現況地目は山林。現況となった時期は昭和 63 年ころ。  

議  長     説明は終わりました。続きまして、担当委員から調査報告をお願い  

いたします。  

農業委員    それでは報告いたします。１月７日、推進委員、事務局とともに現  

地を確認しました。願出があった土地の周囲の農地にも竹木が生い  

茂り、踏み込むことができないような状況で、山林化しているとい  

った状況です。土地の現況が今の状態になったのは、昭和 63 年こ  

ろだそうです。現地調査を行った結果、農地に復元するのは困難な  

状況であると考えます。報告は以上です。  

議  長     質問・意見はありませんか。  

農業委員    隣接土地は当該地と同じ所有者ですか。  

事務局     西側の１筆の所有者は同じですが、残り２筆は違います。  

農業委員    隣接地の現況を教えてください。  

事務局     西側３筆のうち、最も西側にある筆には、居住用の建物が建ってい

ます。その隣の筆は草刈がされた状態です。願出地に最も近い筆は

は山林です。なお、いずれも登記地目は農地ではありません。  

農業委員    現況が山林化していることは分かりますが、山林を開墾した畑では、

キヌサヤエンドウが良く育つと聞いたことがあります。今回、何を

根拠として農地に復元できないと考えたのですか。  

事務局     国通知「農地法の運用について」の「第４（４）ア  その土地が森

林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整

備が著しく困難な場合」に当てはまりましたので、非農地と考えま

した。なお、「物理的な条件整備が著しく困難な場合」とは、人力
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又は農業用機械では耕起、整地ができず、農地に復元するために相

当の労力を要する場合を指します。  

農業委員   「森林の様相を呈する」というのは、竹林も含まれるのですか。現況

を見る限り開墾可能な状況に感じます。また、近隣に産業廃棄物処理

施設がありますが、ここに残土を持ち込む計画はありませんか。  

事務局    残土置場に転用する計画は把握しておりません。現在、市街化調整区

域内での土地利用計画があれば、庁内の関連所管で共有を図っていま

すので、情報があれば事前に把握できる体制が整っています。  

農業委員   町田市と隣接する地域で、谷戸を埋め産業廃棄物処理施設を整備する

計画が出るようです。この土地は計画地に入るのですか。  

事務局    確認させていただきます。  

議  長    それでは確認がとれ次第、第４の審議を再会することとします。進行

します。  

第５「農地法の適用を受けない土地であることの証明について」を議

題にします。事務局より説明願います。  

事務局    第５「農地法の適用を受けない土地であることの証明について 」  

      所有者は１名。下恩方町に在住。願出地は下恩方町にある土地１筆。登

記地目は畑。面積は 495 ㎡。  

市街化調整区域、農振地域外。  

現況地目は山林。現況となった時期は平成９年ころ。  

議  長    説明は終わりました。続きまして、担当委員から調査報告をお願いい

たします。  

推進委員   それでは報告いたします。３月 13 日、推進委員、事務局とともに現

地を確認しました。接道がないため、隣接するお寺の敷地を通らせて

もらいました。現地は肥培管理されていない竹林でした。獣が住みつ

いたり、虫がわかないよう、やむを得ず隣接するお寺が草を刈ってい

たそうです。現況が今のようになったのは平成９年ころからとしてい
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ますが、実際は、かなり以前から耕作されなくなり竹林化していると

のことでした。この土地に接する道がないことも踏まえると、農地に

復元し、農地として利用するのは困難な状況であると考えます。報告

は以上です。  

議  長    質問・意見はありませんか。  

農業委員   当該地周辺の状況を教えてください。  

事務局    北側は河川、西側は荒野、南側は栗林に面しています。  

農業委員   南側の栗林は農地として管理されているのですか。  

事務局    農地として管理されています。  

農業委員   隣接する土地は全て市街化調整区域ですか。  

事務局    全て市街化調整区域です。  

農業委員   農地として耕作されていた土地が山林化してしまうということは、所

有者が手をつけられず管理できなくなってしまったからだと思いま

す。所有者には農地として適正に管理する責任がありますが、当該地

のような状況では、推進委員の意見と同様で、農地への復元は困難で

あると考えます。  

農業委員   当該地を非農地として証明することにより、南側の栗林への影響はあ

りませんか。  

事務局    南側の栗林については、お寺から通行許可を得ているとのことです。

また、現況を変えることは考えていないと言うので、周辺農地への影

響は生じないと考えます。  

推進委員   当該地の東側に隣接している道は水路ですか。  

事務局    現地を調査したところ、溝になっており、雨が降った際には水路とし

て機能するとのことでした。  

推進委員   昔はお寺が所有する土地だったのですか。  

事務局    把握しておりません。  
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議  長   他にございませんでしょうか。ございませんので、進行します。お諮り

します。第５については、これを証明することにご異議ございませんか。 

〖「異議なし」と呼ぶ者あり〗  

異議なしと認めます。したがって、証明することに決定しました。  

第６「生産緑地に係る『農業の主たる従事者』の証明について」を議題

にします。事務局より説明願います。  

事務局   第６「生産緑地に係る『農業の主たる従事者』の証明について」  

     買取申出生産緑地は大塚の土地２筆、 1,249.60 ㎡。  

     買取申出事由の生じた者について、住所は松が谷、申出者との続柄は「父」、  

申出事由は「死亡」、申出事由の生じた日は平成 30 年 10 月 31 日。年齢は  

76 歳、年間従事日数は 300 日。  

議  長   説明は終わりました。続きまして、担当委員から調査報告をお願いした  

いと思いますが、本日、担当委員は欠席されています。調査報告書を預  

かっておりますので、事務局から代読願います。  

事務局   代読させていただきます。それではご報告いたします。３月 13 日、事

務局と当該生産緑地を確認するとともに、願出者にお話を伺いました。

願出者の父は 35 歳まで学校教師を務め、その後、保育園を開園したそ

うです。保育園の開園と同時期に相続が発生したことを機に農業に携り

始め、長年にわたり農業経営を続けてきました。願出のあった農地では、

ネギ、ダイコン、ハクサイ、チンゲンサイ、ホウレンソウが栽培され、

収穫した野菜は保育園へ出荷するほか自家消費していたそうです。ま

た、保育園児や小学生向けにジャガイモやサツマイモ堀り等の農業体験

を実施していたとのことです。願出者の父はほぼ毎日畑に通っていまし

たが、数年前から血管硬化の症状が出始めました。手術を控えていまし

たが、急性心筋梗塞となり、平成 30 年 10 月 31 日に 76 歳で亡くなりま

した。今回の調査において、願出者の父がこの生産緑地の中心的な農業

従事者であったことを確認しました。報告は以上です。  
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議  長    質問・意見はありませんか。他にございませんでしょうか。ございま

せんので、進行します。お諮りします。第６については、これを証明

することにご異議ございませんか。  

〖「異議なし」と呼ぶ者あり〗  

議  長    異議なしと認めます。したがって、証明することに決定しました。  

第７「生産緑地に係る『農業の主たる従事者』の証明について」を議

題にします。事務局より説明願います。  

事務局    第７「生産緑地に係る『農業の主たる従事者』の証明について」  

      買取申出生産緑地は梅坪町の土地３筆、 1,578.64 ㎡。  

      買取申出事由の生じた者について、住所は梅坪町、申出者との続柄は「父」、

申出事由は「死亡」、申出事由の生じた日は平成 30 年 11 月 26 日。年齢

は 94 歳、年間従事日数は 300 日。  

議  長    説明は終わりました。続きまして、担当委員から調査報告をお願いし

たいと思います。  

推進委員   それではご報告いたします。３月 12 日、事務局と当該生産緑地を確

認するとともに、願出者にお話を伺いました。願出者の父は戦後から

農業に携り、当初は養鶏を中心に長年農業経営を続けてきました。願

出のあった農地では、野菜類を栽培するほか、栗林として管理されて

いました。収穫したクリはスーパー等へ出荷するほか、自家消費して

いたとのことです。願出者の父は、ほぼ毎日畑に通い農作業に従事し

てきましたが、８年ほど前から足腰が弱くなり、畑に出る機会が減っ

ていたそうです。息子である願出者の助けを借りながら、種まきなど

の可能な範囲で農作業に携わってきたそうですが、日を追うごとに疲

れやすくなり、老衰により平成 30 年 11 月 26 日に 94 歳で亡くなりま

した。今回の調査において、願出者の父がこの生産緑地の中心的な農

業従事者であったことを確認しました。報告は以上です。  

議  長    質問・意見はありませんか。  
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農業委員   面積がかなり狭い筆がありますが、農地としてどのように管理されて

きたのですか。また、付近の生産緑地と一体で地区指定がされている

のですか。  

事務局    土地登記事項証明書によると、平成 23 年に２つに分筆されています。

その当時、分筆後の１筆が道路として公共的な利用形態に変わり、も

う１筆が生産緑地として残ったものと思われます。  

事務局    幅員が６メートル程度以下であるため、付近の生産緑地と一体で地区

が指定されています。  

農業委員   当該地東側の道を挟んだ向かいの農地は、現在も生産緑地ですか。  

事務局    そのとおりです。  

議  長    他にございませんでしょうか。ございませんので、進行します。お諮

りします。第７については、これを証明することにご異議ございませ

んか。  

〖「異議なし」と呼ぶ者あり〗  

異議なしと認めます。したがって、証明することに決定しました。  

なお、この案件のように生産緑地の主たる従事者証明が出されたのち、

買い取りの申出をされた土地は、農業者が優先して取得できます。ほ

しいという方がいらっしゃいましたら、委員の皆さんあっ旋して下さ

い。事務局で対応いたします。  

第８「農業経営基盤強化促進法第 18 条第１項の規定に基づく農用地

利用集積計画の決定について」を議題にします。事務局より説明願い

ます。  

事務局    第８「農業経営基盤強化促進法第 18 条第１項の規定に基づく農用地利用

集積計画の決定について」  

貸し手について、住所は東中野、設定する土地は東中野の土地２筆、計  

460 ㎡。利用権の種類は「賃借権」、期間は５年間。  

借り手について、法人、住所は堀之内、利用権の設定等を受ける者が耕  
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      作又は養畜の事業に供している農用地の面積は 6,168 ㎡。主たる経営作  

物は野菜、農業従事者は２人、農作業従事日数は年間 250 日。  

議  長    説明は終わりました。続きまして、担当委員から調査報告をお願いし

たいと思います。  

農業委員   それではご報告いたします。３月 13 日、地区担当の推進委員、事務

局、農林課の職員とともに現地調査を実施しました。その際、利用権

の設定を受ける法人の代表取締役から、今後の作付計画を伺いまし

た。この法人は、これまでも総会で何度か審議いたしましたが、八王

子で新規就農した若者が設立した法人です。これまで、小比企町、堀

之内、鑓水の農地の利用権設定を受け、主に野菜を作付けしています。

今回は２筆、 460 ㎡の利用権設定です。先行してホウレンソウが作付

けされていました。もともと田んぼなので、大雨の時などは水がたま

ると言っていました。法人の代表取締役は、水を逃がすために、農地

の北側に溝を掘るなど対策をとっていました。さらに南側にも溝を掘

ろうかと考えているとのことでした。また、借りる農地が分散してい

ますが、今回の農地と堀之内では野菜を、小比企町では手のかからな

い根菜類を考えているとのことでした。このほか、鑓水では、梅林を

借りていますが、剪定などの作業が進んでいないようでした。地主さ

んがしっかり管理していたところですので、しっかり管理するよう話

しました。報告は以上です。  

議  長    質問・意見はありませんか。ございませんので、進行します。お諮り

します。第８については、これを決定することにご異議ございません

か。  

〖「異議なし」と呼ぶ者あり〗  

異議なしと認めます。したがって、決定することにしました。  

第９「農業経営基盤強化促進法第 18 条第１項の規定に基づく農用地  
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利用集積計画の決定について」を議題にします。事務局より説明願い

ます。  

事務局    第９「農業経営基盤強化促進法第 18 条第１項の規定に基づく農用地利用  

集積計画の決定について」  

貸し手について、住所は久保山町二丁目、設定する土地は高月町の土地  

２筆、計 621 ㎡。利用権の種類は「使用貸借」、期間は５年間。  

借り手について、法人、住所は上野町、利用権の設定等を受ける者が耕

作又は養畜の事業に供している農用地の面積は 2,072 ㎡。主たる経営作

物は野菜、マコモ、農業従事者は２人、農作業従事日数は年間 240 日。  

議  長    説明は終わりました。続きまして、担当委員から調査報告をお願いし

たいと思います。  

農業委員   それでは、ご報告いたします。３月 18 日、事務局、農林課の職員と

ともに現地調査を実施しました。その際、利用権の設定を受ける法人

の農場長から、今後の作付計画を伺いました。先ほど、事務局の説明

にもありましたが、この法人は福祉作業所を運営しており、障害者の

就労や障害のある子どもたちへの農作業体験に力を入れています。午

前と午後の短時間、極々簡単な作業をさせていますが、その裏で農場

長やパートの職員がしっかり栽培の管理を行っているとのことでし

た。無農薬による野菜栽培のため、経営として成り立つのかという心

配もあるかと思いますが、この法人の取組に賛同するレストランがす

べて購入してくれるそうです。今回は２筆、621 ㎡の利用権設定です。

いずれも同じ地主さんで、１筆は田んぼの一部に土を盛った畑、もう

１筆は手つかずになっていた田んぼです。土を盛った畑については先

行して一部にジャガイモが植えられていました。田んぼについては草

刈りまでは済んでおり、ここでもち米を育てたいと言っていました。

非常にやる気のある若者たちです。行動力もあり、地元の農家との関

係もいいと聞いています。高月地区の新規就農者としてがんばってい
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ただきたいと思います。高月地区の中にはまだまだ耕作放棄された農

地があります。今回のように、のどから手が出る思いで農地を探して

いる若者がいますので、土地所有者の理解が得られるよう、これから

も頑張っていきたいと思います。報告は以上です。  

議  長    質問・意見はありませんか。ございませんので、進行します。お諮り

します。第９については、これを決定することにご異議ございません

か。  

〖「異議なし」と呼ぶ者あり〗  

異議なしと認めます。したがって、決定することにしました。  

第 10「農地利用最適化推進委員の委嘱について」を議題にします。  

なお、本件については、本総会に出席する７名の委員が八王子市農業

協同組合から候補者としての推薦を受けています。農業委員会に関す

る法律第 24 条の規定により、本日出席の当事者５名は議事に参与す

ることができませんので、委員の一時退席をお願いいたします。それ

では、事務局より説明願います。  

事務局    第 10「農地利用最適化推進委員の委嘱について」  

      農業委員会等に関する法律第 17 条第１項の規定に基づき、推進委員  

として委嘱する８名の候補者は地区番号順に以下のとおり。  

第一地区   内藤  廣行  

第二地区   三上  正治  

第三地区   福田  一訓  

第四地区   井上  正芳  

第五地区   町田  裕通  

第六地区   石川  研  

第七地区   内田  茂  

第八地区   田中  和敏  
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議  長    説明は終わりました。続きまして、評価会議の構成委員でありました

事務局課長から報告をお願いします。  

事務局    評価会議は４名で構成しました。当日の会議についてご報告したいと

思います。それでは、「農地利用最適化推進委員の候補者の選考に係

る評価会議の評価結果」をご覧ください。先ほど説明したとおり、３

月 20 日に評価会議を開催しました。評価会議は４名で構成され、私

のほか、農業委員、事務局長、そして、外部有識者として東京都農業

会議の事務局長にも入っていただきました。評価の基準である「八王

子市の農地利用の最適化を図るために、主体的に熱意を持って活動で

きるか」に照らして、 10 分間の面接による評価と、応募時に提出し

ていただいた 1,200 文字の小論文の評価を行いました。評価結果の内

容は記載のとおりです。報告は以上となります。  

議  長    質問・意見はありませんか。  

農業委員   公募に対する応募者数が少ないように思えますが、どのような方法で

告知しているのですか。  

事務局    市の広報誌、ホームページを活用するほか、八王子市農業協同組合を

経由して農業者向けにお知らせをしてもらいました。  

農業委員   応募があった２名の方は、何をきっかけに応募されたのですか。  

事務局    広報のほか、八王子市農業協同組合の呼びかけを受け、ご応募いただ

きました。  

農業委員   候補者になるための基準を教えてください。  

事務局    評価会議の構成委員が提出された小論文と面接での対応をそれぞれ

採点し、相対評価を行っています。  

農業委員   基準点はないということでよろしいですか。  

事務局    そのとおりです。相対評価ですので、小論文と面接の結果をあわせて、

「主体的に熱意を持って活動できる」と評価された場合に候補者にな

り得ると判断しています。  
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農業委員   次回からの要望ですが、公募枠を設けているので、農業に興味・関心

がある農業者の方々から多くの応募をいただくことが望ましいと思

います。農業者の誰にでも、農地利用最適化推進委員になれる機会が

あると伝えるためにも、募集期間も含めて広報活動等を工夫すれば、

応募者数を増やすことが可能だと思いますので、ご検討いただきたい

と思います。  

議  長    他にございませんか。ございませんので、進行します。お諮りします。

第 10 については８名に委嘱することにご異議ございませんか。  

〖「異議なし」と呼ぶ者あり〗  

異議なしと認めます。したがって、委嘱することに決定しました。  

第 11「平成 31 年度（ 2019 年度）の目標及びその達成に向けた活動計

画について」を議題にします。それでは、事務局より説明願います。 

事務局    第 11「平成 31 年度（ 2019 年度）の目標及びその達成に向けた活動計画

について」  

基本方針、そして具体的な計画活動として、「担い 手への農地の利用集

積・集約化」「新たに農業経営を営もうとする者の参入促進」「遊休農

地に関する措置」「農地制度の周知及び適正な農地利用の促進」の各項

目について説明。  

議  長    説明は終わりました。質問・意見はありませんか。  

農業委員   農業委員会が講師を派遣している農業塾についてですが、卒業生が農

業ボランティア等として活動している事例はあるのでしょうか。  

事務局    八王子農業塾の運営をしている NPO 法人のスタッフとして活動するほ

か、市内に 23 か所ある農家開設型農園の利用者組織において、主体

的に活動していただいています。  

農業委員   卒業生が農業者の助けになるような体制を構築してみてはどうでし

ょうか。  

事務局    参考にさせていただきます。  
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推進委員   活動指針の中に八王子市農業協同組合と協力するというフレーズが

多々出てきますが、どのように協力を図っていくのですか。  

事務局    農業振興において一番中心となるのは農業生産者の方だと感じてお

ります。市役所、農業委員会、八王子市農業協同組合が一丸となり、

情報共有を深めていきたいと思っています。  

議  長    他にございませんか。ございませんので、進行します。お諮りします。

第 11 については、これを決定することにご異議ございませんか。  

〖「異議なし」と呼ぶ者あり〗  

異議なしと認めます。したがって、決定することにしました。  

第 12「農地の権利取得の届出について」を報告します。事務局より報

告願います。  

事務局    第 12「農地の権利取得の届出について」を報告。（１件）  

議  長    報告は終わりました。ご質問はありませんか。質問なしと認めます。 

第 13「農地の賃貸借の合意解約について」を報告します。事務局より

報告願います。  

事務局    第 13「農地の賃貸借の合意解約について」を報告。（３件）  

議  長    報告は終わりました。ご質問はありませんか。質問なしと認めます。 

第 14「相続税の納税猶予の対象者等に関する通知について」を報告し

ます。事務局より報告願います。  

事務局    第 14「相続税の納税猶予の対象者等に関する通知 について」を報告。（８

件）  

議  長    報告は終わりました。ご質問はありませんか。質問なしと認めます。 

第 15「平成 31 年度（ 2019 年度）農業委員会総会の開催日について」

を報告します。事務局より報告願います。  

事務局    第 15「平成 31 年度（ 2019 年度）農業委員会総会の開催日について」を

報告。  

議  長    報告は終わりました。ご質問はありませんか。質問なしと認めます。 
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議  長    ここで状況確認のため保留としていた第４について、事務局より説明

願います。  

事務局    平成 29 年 11 月に開発に関する相談が他の所管にありました。その際、

計画地内に当該地も含まれていることを確認いたしました。農業委員

会としては、転用に際しては東京都の許可が必要であることを開発関

連所管に伝えてあります。  

農業委員   農地法の適用を受けない土地として認められた場合、農地転用の許可

は不要と認識しておりますが間違いありませんか。  

事務局    間違いありません。  

農業委員   当該地を含めての開発に関する計画は近隣地にも大きく影響を及ぼ

すことが懸念されますので、農地法の適用を受けないことだけに注目

した審議には賛同できません。  

農業委員   当該地付近にも耕作できていない農地があるとすれば、本件と併せて

証明すべきではないでしょうか。また、開発に伴い周辺農地の利用状

況にどのくらい影響が生じるのかが明らかにならないと判断するの

は困難だと思います。  

事務局    開発計画としては、資材置場、駐車場、運動場の目的で利用すると把

握しています。また、本計画には農地ではない土地が大部分を占めて

います。土地利用や都市計画、開発など、多方面の許可等を得なけれ

ば実現しませんので、各々の分野で判断していくものだと考えます。 

農業委員   開発計画地内には、当該地以外にも農地があるのですか。あるとすれ

ば合わせて判断すべきと考えます。また、当該地が非農地と証明され

た場合、周辺農地へ与える影響についても考えるべきだと思います。 

事務局    本案件は農地法の適用を受けない土地であるかどうかを土地の現況

で判断するものです。  

農業委員   農地法の適用を受けない土地として証明するには不十分な状況だと

思います。所有者の意欲も関係するでしょうが、竹林であれば開墾は
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可能だと考えます。また、仮にも残土置場のような使用形態になって

しまっては近隣住民から反発が出ると思います。  

推進委員   現地調査の際、地元の町会長と会って話をしましたが、グラウンドと

して整備する計画であり、残土置場を作る計画等はないとのことでし

た。また、市境である町田市の町会とも同様に話し合いをしているよ

うです。  

事務局    当案件では、農地法の適用を受けない土地であるかどうかを土地の現

況で判断することが求められています。開発等に関する他法令も含め

て審議しようとすると結論が出ませんので、農地法等に基づく適正な

判断をお願いします。  

農業委員   竹林は農地法の適用を受けない土地として判断できるのですか。多少

開墾すれば農地に復元できると考えます。  

事務局    農地に復元するために相当な基盤整備を必要とする場合には、農地法

の適用を受けない土地として証明することになります。当案件はこれ

に値するものと考えられます。  

農業委員   私は事務局が説明したとおり、農地法の適用を受けない土地であるか

どうかに着眼して判断すべきと考えます。  

議  長    私も同感です。仮に非農地として証明した場合、開発部門に関する意

見を述べることは可能でしょうか。  

事務局    庁内の関連所管とは連携が図れていますので、農業委員会総会に上程

されない案件等についても、情報共有ができる体制が整っています。 

農業委員   本総会の場で開発行為の賛否を問われているわけでないのは理解し

ていますが、切り離して農地性の判断のみに着眼して審議することは

困難です。情報を収集してから再度審議することが望ましいと考えま

す。  

事務局    非農地かどうかが中心的な論点であり、農業委員会としては、周囲に

与える影響について判断する立場ではありません。  
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農業委員   当該地が非農地として証明されなかった場合、今後どのように維持を

していくことになるのですか。  

農業委員   転用計画が定まるのであれば、必要書類を添えて東京都に所有権の移

転を伴う許可申請をする必要があると理解しています。  

農業委員   当該地周辺には新住民も多く暮らしていますし、町会との調整も済ん

でいると伺っています。そのため、残土処分場に使われる懸念はない

と思います。  

議  長     意見が絶えませんので、ここで決を採りたいと思います。農業委員会

等に関する法律第 30 条第 1 項の規定により、出席した農業委員の過

半数で決することになりますのでよろしくお願いします。お諮りしま

す。第４について、これを決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〖８人が挙手〗  

反対の方は挙手を願います。  

〖３人が挙手〗  

賛成意見多数のため、決定することにしました。  

以上で、本総会議題の全日程は終了しました。  

ここで、本日の議事録の署名をしていただく農業委員を指名いたしま

す。  

八王子市農業委員会会議規則第 11 条の規定により、  

第 ５ 番  久 保  良 政  委 員 

第 ６ 番  栗 原  才  委 員 

を指名します。よろしくお願いします。  

以上をもちまして、平成 30 年度八王子市農業委員会第 12 回総会を閉

会します。  

≪午後５時００分閉会≫  


